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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＩＧＢＴから構成された発熱素子（１０）の一面側と他面側とに、それぞれ、前記発熱素
子（１０）からの放熱を行うための放熱板（２０、３０）が、接合材（５０）を介して設
けられており、
　前記発熱素子（１０）における制御電極が形成された一面側における前記発熱素子（１
０）と前記放熱板（３０）との間には、放熱ブロック（４０）が、前記発熱素子（１０）
と前記放熱板（３０）とを熱的および電気的に接続するように接合材（５０）を介して設
けられており、
　装置のほぼ全体が樹脂（６０）でモールドされてなる半導体装置において、
　前記放熱ブロック（４０）の端部（４３）が、前記放熱ブロック（４０）に接する前記
接合材（５０）の厚さが厚くなるように角取り形状となっており、
　前記放熱ブロック（４０）において前記角取り形状となっている端部（４３）を有する
方の面（４１）に、前記発熱素子（１０）が前記接合材（５０）を介して接していること
を特徴とする半導体装置。
【請求項２】
前記角取り形状とは、Ｒ形状もしくは面取り形状であることを特徴とする請求項１に記載
の半導体装置。
【請求項３】
前記角取り形状となっている部位の寸法について、幅Ｗが０．３ｍｍ以上、高さＨが０．
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０５ｍｍ以上０．２０ｍｍ以下であることを特徴とする請求項１または２に記載の半導体
装置。
【請求項４】
前記放熱ブロック（４０）の厚さが、０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下であることを特徴と
する請求項１ないし３のいずれか１つに記載の半導体装置。
【請求項５】
ＩＧＢＴから構成された発熱素子（１０）の一面側と他面側とに、それぞれ、前記発熱素
子（１０）からの放熱を行うための放熱板（２０、３０）が、接合材（５０）を介して設
けられており、
　前記発熱素子（１０）における制御電極が形成された一面側における前記発熱素子（１
０）と前記放熱板（３０）との間には、放熱ブロック（４０）が、前記発熱素子（１０）
と前記放熱板（３０）とを熱的および電気的に接続するように接合材（５０）を介して設
けられており、
　装置のほぼ全体が樹脂（６０）でモールドされてなる半導体装置において、
　前記放熱ブロック（４０）における前記発熱素子（１０）側の面（４１）が球面加工さ
れていることを特徴とする半導体装置。
【請求項６】
前記放熱ブロック（４０）の厚さが、０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下であることを特徴と
する請求項５に記載の半導体装置。
【請求項７】
前記放熱ブロック（４０）の材料は、銅合金もしくはアルミ合金もしくは鉄合金であるこ
とを特徴とする請求項１ないし６のいずれか１つに記載の半導体装置。
【請求項８】
前記放熱ブロック（４０）は、そのヤング率が６０ＧＰａ以上２４０ＧＰａ以下のもので
あることを特徴とする請求項１ないし７のいずれか１つに記載の半導体装置。
【請求項９】
前記発熱素子（１０）の他面側における端部（１１）が、前記発熱素子（１０）に接する
前記接合材（５０）の厚さが厚くなるように角取り形状となっていることを特徴とする請
求項１ないし８のいずれか１つに記載の半導体装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発熱素子の一面側と他面側とに、それぞれ放熱板を設けるとともに、装置の
ほぼ全体が樹脂でモールドされてなる半導体装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の半導体装置は、次のような構成を有している。
【０００３】
　すなわち、発熱素子の一面側と他面側とに、それぞれ、発熱素子からの放熱を行うため
の放熱板が、接合材を介して設けられており、発熱素子の少なくとも一面側における発熱
素子と放熱板との間には、放熱ブロックが、発熱素子と放熱板とを熱的および電気的に接
続するように接合材を介して設けられており、装置のほぼ全体が樹脂でモールドされてな
る（たとえば、特許文献１参照）。
【０００４】
　ここで、発熱素子と放熱板との間に介在する放熱ブロックは、発熱素子と放熱板とを熱
的および電気的に接続するとともに、発熱素子からボンディングワイヤを引き出す際の当
該ワイヤの高さを確保する等のために、発熱素子と放熱板との間の高さを確保する役割を
有している。
【特許文献１】特開２００３－１１００６４号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に記載されているような従来の半導体装置においては、
ヒートシンクすなわち放熱板については、その寸法などが規定されているものの、はんだ
等の接合材の歪みを低減する他の要因として、ヒートシンクブロックすなわち放熱ブロッ
クの寸法や形状については、特に規定されていなかった。
【０００６】
　しかし、本発明者らの検討によれば、たとえば、放熱ブロックが厚いと、発熱素子と放
熱ブロックとの間に介在する接合材の歪みが上昇することがＦＥＭ解析などでわかった。
このような場合、接合材が温度サイクルにより破断するなどの不具合を生じる可能性があ
る。
【０００７】
　そこで、本発明は上記問題に鑑み、放熱ブロックについて寸法や形状などを規定するこ
とによって、発熱素子と放熱ブロックとの間に介在する接合材における信頼性を適切に向
上させることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明者らの検討によれば、放熱ブロックに接する接合材のうち放熱ブロックの端部に
位置する部位に、応力が集中することがわかった。そこで、放熱ブロックの端部形状を改
良することにより、上記目的の達成を図ることとしたものが、請求項１の発明である。
【００１５】
　請求項１に記載の発明では、ＩＧＢＴから構成された発熱素子（１０）の一面側と他面
側とに、それぞれ、発熱素子（１０）からの放熱を行うための放熱板（２０、３０）が、
接合材（５０）を介して設けられており、発熱素子（１０）における制御電極が形成され
た一面側における発熱素子（１０）と放熱板（３０）との間には、放熱ブロック（４０）
が、発熱素子（１０）と放熱板（３０）とを熱的および電気的に接続するように接合材（
５０）を介して設けられており、装置のほぼ全体が樹脂（６０）でモールドされてなる半
導体装置において、放熱ブロック（４０）の端部（４３）が、放熱ブロック（４０）に接
する接合材（５０）の厚さが厚くなるように角取り形状となっていることを特徴としてい
る。
【００１６】
　それによれば、放熱ブロック（４０）の端部（４３）において角を取った角取り形状を
採用することにより、従来の直角形状の場合に比べて、放熱ブロック（４０）の端部（４
３）における応力集中を低減し、当該端部（４３）に位置する接合材（５０）の歪みを低
減することができる（図３参照）。
【００１７】
　また、放熱ブロック（４０）の端部（４３）において角を取った分、接合材（５０）を
厚くすることができるから、応力の集中しやすい放熱ブロック（４３）の端部（４３）に
位置する接合材（５０）の接合強度を確保しやすくできる。
【００１８】
　よって、本発明によれば、放熱ブロック（４０）について寸法や形状などを規定するこ
とによって、発熱素子（１０）と放熱ブロック（４０）との間に介在する接合材（５０）
における信頼性を適切に向上させることができる。
【００１９】
　ここで、請求項２に記載の発明のように、請求項１に記載の半導体装置における前記角
取り形状とは、Ｒ形状もしくは面取り形状であるものにできる。
【００２０】
　また、請求項３に記載の発明のように、請求項１または請求項２に記載の半導体装置に
おいて、前記角取り形状となっている部位の寸法について、幅Ｗが０．３ｍｍ以上、高さ
Ｈが０．０５ｍｍ以上０．２０ｍｍ以下であるものにできる。
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【００２１】
　さらに、請求項１に記載の発明では、放熱ブロック（４０）において角取り形状となっ
ている端部（４３）を有する方の面（４１）に、発熱素子（１０）が接合材（５０）を介
して接していることを特徴としている。
【００２２】
　従来では、放熱ブロックは端部が直角形状であったため、この直角部分にて発熱素子を
損傷させる恐れがあったが、本発明では、放熱ブロック（４０）における発熱素子（１０
）側の面において、放熱ブロック（４０）の端部（４３）を角取り形状としているため、
発熱素子（１０）を損傷させる恐れが大幅に低減される。
【００２３】
　また、本発明者らの検討によれば、発熱素子と放熱板との間に介在する放熱ブロックに
おいて、特に、発熱素子側の面における端部に応力が集中しやすいことがわかった。その
ため、放熱ブロック（４０）における発熱素子（１０）側の面（４１）において端部（４
３）を角取り形状とすれば、接合材（５０）の歪み低減のためには効果的である。
【００２４】
　また、請求項４に記載の発明では、請求項１～請求項３に記載の半導体装置において、
放熱ブロック（４０）の厚さが、０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下であることを特徴として
いる。
【００２５】
　それによれば、放熱ブロック（４０）の厚さを０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下の範囲と
することにより、発熱素子（１０）と放熱ブロック（４０）との間に介在する接合材（５
０）の歪みを適切な範囲に低く抑えることができる（図２参照）。
【００２６】
　請求項５に記載の発明では、ＩＧＢＴから構成された発熱素子（１０）の一面側と他面
側とに、それぞれ、発熱素子（１０）からの放熱を行うための放熱板（２０、３０）が、
接合材（５０）を介して設けられており、発熱素子（１０）における制御電極が形成され
た一面側における発熱素子（１０）と放熱板（３０）との間には、放熱ブロック（４０）
が、発熱素子（１０）と放熱板（３０）とを熱的および電気的に接続するように接合材（
５０）を介して設けられており、装置のほぼ全体が樹脂（６０）でモールドされてなる半
導体装置において、放熱ブロック（４０）における発熱素子（１０）側の面（４１）が球
面加工されていることを特徴としている。
【００３０】
　それによれば、上記請求項１に記載の半導体装置と同様に、発熱素子（１０）の損傷抑
制、および、放熱ブロック（４０）において特に応力集中しやすい発熱素子（１０）側の
面（４１）に接する接合材（５０）の歪み低減、という効果が発揮され、好ましい。
【００３１】
　また、請求項６に記載の発明では、請求項５に記載の半導体装置において、放熱ブロッ
ク（４０）の厚さが、０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下であることを特徴としている。
【００３２】
　それによれば、請求項５に記載の半導体装置において、上記した請求項４に記載の発明
の効果がさらに期待できる。
【００３３】
　ここで、請求項７に記載の発明のように、請求項１～請求項６に記載の半導体装置にお
いては、放熱ブロック（４０）の材料は、銅合金もしくはアルミ合金もしくは鉄合金とす
ることができる。
【００３４】
　また、請求項８に記載の発明では、請求項１～請求項７に記載の半導体装置において、
放熱ブロック（４０）のヤング率が６０ＧＰａ以上２４０ＧＰａ以下であることを特徴と
している。
【００３５】
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　接合材（５０）に生じる歪みに影響を与えないようにするためには、放熱ブロック（４
０）のヤング率がこのような大きさであることが好ましい。
【００３６】
　また、請求項９に記載の発明では、請求項１～請求項８に記載の半導体装置において、
発熱素子（１０）の他面側における端部（１１）が、発熱素子（１０）に接する接合材（
５０）の厚さが厚くなるように角取り形状となっていることを特徴としている。
【００３７】
　それによれば、上記請求項１に記載の半導体装置のように、放熱ブロック（４０）の端
部（４３）を角取り形状した場合と同様の効果が、発熱素子（１０）についても得られる
ため、好ましい。
【００３８】
　なお、上記各手段の括弧内の符号は、後述する実施形態に記載の具体的手段との対応関
係を示す一例である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３９】
　以下、本発明の実施形態について図に基づいて説明する。なお、以下の各実施形態相互
において、互いに同一もしくは均等である部分には、説明の簡略化を図るべく、図中、同
一符号を付してある。
【００４０】
　（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態に係る半導体装置Ｓ１の概略断面構成を示す図である。
【００４１】
　この図１に示すように、本実施形態の半導体装置Ｓ１は、発熱素子としての半導体チッ
プ１０と、放熱板としての下側ヒートシンク２０および上側ヒートシンク３０と、放熱ブ
ロックとしてのヒートシンクブロック４０と、これらの間に介在する接合材５０と、これ
らをモールドする樹脂６０とを備えて構成されている。
【００４２】
　この構成の場合、半導体チップ１０の下面と下側ヒートシンク２０の上面との間は、接
合材である例えばはんだ５０によって接合されている。そして、半導体チップ１０の上面
とヒートシンクブロック４０の下面４１との間も、接合材である例えばはんだ５０によっ
て接合されている。
【００４３】
　さらに、ヒートシンクブロック４０の上面４２と上側ヒートシンク３０の下面との間も
、接合材である例えばはんだ５０によって接合されている。なお、接合材５０としては、
はんだ以外にも、たとえば導電性接着剤等であってもよい。
【００４４】
　これにより、上記構成においては、半導体チップ１０の上面では、接合材５０、ヒート
シンクブロック４０、接合材５０および上側ヒートシンク３０を介して放熱が行われ、半
導体チップ１０の下面では、接合材５０から下側ヒートシンク２０を介して放熱が行われ
る構成となっている。
【００４５】
　なお、発熱素子１０としては、特に限定されるものではないが、本実施形態において発
熱素子として用いられている上記半導体チップ１０は、たとえばＩＧＢＴ（絶縁ゲート型
バイポーラトランジスタ）やサイリスタ等のパワー半導体素子から構成されている。この
場合、半導体チップ１０のデバイス構造を、トレンチゲートタイプとすることが好ましい
。もちろん、他のタイプのデバイス構造を用いるように構成しても良い。
【００４６】
　上記半導体チップ１０の形状は、たとえば矩形状の薄板状とすることができる。また、
下側ヒートシンク２０、上側ヒートシンク３０およびヒートシンクブロック４０は、たと
えば銅合金もしくはアルミ合金等の熱伝導性及び電気伝導性の良い金属で構成されている
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。また、ヒートシンクブロック４０としては、一般的な鉄合金を用いてもよい。
【００４７】
　この構成の場合、下側ヒートシンク２０および上側ヒートシンク３０は、半導体チップ
１０の図示しない各主電極（たとえば、コレクタ電極やエミッタ電極等）に接合材である
はんだ５０を介して電気的にも接続されている。
【００４８】
　また、下側ヒートシンク２０は、たとえば、全体としてほぼ長方形状の板材とすること
ができる。また、この下側ヒートシンク２０には、端子部２１が図１中の右方へ向けて延
びるように突設されている。
【００４９】
　また、ヒートシンクブロック４０は、たとえば、半導体チップ１０よりも１回り小さい
程度の大きさの矩形状の板材とすることができる。さらに、上側ヒートシンク３０も、た
とえば、全体としてほぼ長方形状の板材で構成されており、端子部３１が右方へ向けて延
びるように突設されている。
【００５０】
　ここで、下側ヒートシンク２０の端子部２１および上側ヒートシンク３０の端子部３１
は、それぞれ半導体装置Ｓ１における外部配線部材等との接続を行うために設けられてい
るものである。
【００５１】
　さらに、図１に示されるように、一対のヒートシンク２０、３０の隙間、並びに、半導
体チップ１０およびヒートシンクブロック４０の周囲部分には、樹脂６０が充填封止され
ている。
【００５２】
　この樹脂６０はたとえばエポキシ樹脂等の通常のモールド材料を採用することができる
。また、ヒートシンク２０、３０等を樹脂６０でモールドするにあたっては、上下型から
なる成形型（図示しない）を使用し、トランスファーモールド法によって容易に行うこと
ができる。
【００５３】
　また、樹脂６０内において半導体チップ１０の周囲には、リードフレーム７０が設けら
れており、樹脂６０内において、半導体チップ１０とリードフレーム７０とは、ワイヤ８
０によって結線され、電気的に接続されている。このワイヤ８０はワイヤボンディング等
により形成され、金やアルミ等からなるものである。
【００５４】
　このような半導体装置Ｓ１において、本実施形態では、ヒートシンクブロック（放熱ブ
ロック）４０の厚さが０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下であること、および、ヒートシンク
ブロック４０の端部４３がヒートシンクブロック４０に接する接合材５０の厚さが厚くな
るように角取り形状となっていることを独自の構成としている。
【００５５】
　ここで、図１に示される例では、ヒートシンクブロック４０の端部４３の角取り形状は
、Ｒ形状（ラウンド形状）としているが、面取り形状であってもよい。
【００５６】
　特に、本実施形態では、ヒートシンクブロック４０において角取り形状となっている端
部４３を有する方の面４１すなわち下面４１に、発熱素子としての半導体チップ１０が接
合材６０を介して接している。
【００５７】
　次に、上記した構成の半導体装置Ｓ１の製造方法について、図１を参照して、簡単に説
明する。まず、下側ヒートシンク２０の上面に、半導体チップ１０とヒートシンクブロッ
ク４０をはんだ付けする工程を実行する。
【００５８】
　この場合、下側ヒートシンク２０の上面に、たとえば、はんだ箔を介して半導体チップ



(7) JP 4339660 B2 2009.10.7

10

20

30

40

50

１０を積層するとともに、この半導体チップ１０の上にはんだ箔を介してヒートシンクブ
ロック４０を積層する。この後、加熱装置（リフロー装置）によって上記はんだ箔を溶融
させてから、硬化させる。
【００５９】
　続いて、半導体チップ１０の制御電極（例えばゲートパッド等）とリードフレーム７０
とをワイヤボンディングする工程を実行する。これにより、ワイヤ８０によって半導体チ
ップ１０の制御電極とリードフレーム７０とが結線され電気的に接続される。
【００６０】
　次いで、ヒートシンクブロック４０の上に上側ヒートシンク３０をはんだ付けする工程
を実行する。この場合、ヒートシンクブロック４０の上にはんだ箔を介して上側ヒートシ
ンク３０を載せる。そして、加熱装置によって上記はんだ箔を溶融させてから、硬化させ
る。
【００６１】
　こうして溶融したはんだ箔が硬化すれば、硬化したはんだ５０が接合材５０として構成
されることになる。そして、この接合材５０を介して、下側ヒートシンク２０、半導体チ
ップ１０、ヒートシンクブロック４０、上側ヒートシンク３０間の接合および電気的・熱
的接続が完了する。
【００６２】
　しかる後、図示しない成形型を使用して、ヒートシンク２０、３０の隙間及び外周部に
樹脂６０を充填する工程（モールド工程）を実行する。これにより、図１に示されるよう
に、ヒートシンク２０、３０の隙間及び外周部等に、樹脂６０が充填封止される。
【００６３】
　そして、樹脂６０が硬化した後、成形型内から半導体装置Ｓ１を取り出せば、半導体装
置Ｓ１が完成する。
【００６４】
　なお、上記構成の場合、下側ヒートシンク２０の下面及び上側ヒートシンク３０の上面
が、それぞれ露出するように樹脂モールドされている。これにより、ヒートシンク２０、
３０の放熱性が高められている。
【００６５】
　ところで、本実施形態によれば、発熱素子１０の一面側と他面側とに、それぞれ、発熱
素子１０からの放熱を行うための放熱板２０、３０が、接合材５０を介して設けられてお
り、発熱素子１０の一面側における発熱素子１０と放熱板３０との間には、放熱ブロック
４０が、発熱素子１０と放熱板３０とを熱的および電気的に接続するように接合材５０を
介して設けられており、装置のほぼ全体が樹脂６０でモールドされてなる半導体装置Ｓ１
において、放熱ブロック４０の厚さが、０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下であることを特徴
とする半導体装置Ｓ１が提供される。
【００６６】
　本実施形態において、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の厚さを０．５ｍｍ
以上１．５ｍｍ以下とした根拠について述べる。
【００６７】
　図２は、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の厚さを変化させた場合の半導体
チップ（発熱素子）１０の上の接合材（はんだ）５０に発生するせん断塑性ひずみを、Ｆ
ＥＭ解析で求めたグラフである。なお、ここでは、ヒートシンクブロック４０の端部４３
は、上記角取り形状ではなく、従来のように直角形状とした。
【００６８】
　この図２に示される結果から、ヒートシンクブロック４０の厚さを薄くするほうが接合
材（はんだ）５０にかかる歪みを低減させることができ、信頼性を高めることができるこ
とがわかる。
【００６９】
　ここで、ヒートシンクブロック４０は、半導体チップ（発熱素子）１０と上側ヒートシ
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ンク（放熱板）３０との間に介在することにより、これら半導体チップ１０と上側ヒート
シンク３０との間の高さを確保するが、ヒートシンクブロック４０の厚さが０．５ｍｍよ
りも小さいと、たとえば半導体チップ１０からワイヤ８０を引き出す際の当該ワイヤ８０
の高さを確保すること等が困難になる。
【００７０】
　具体的には、図１に示される例では、ヒートシンクブロック４０は半導体チップ１０の
ゲート端子を引き出すためワイヤ８０が上側ヒートシンク３０と接続しないような高さが
必要である。
【００７１】
　たとえば、ワイヤ８０の高さが１ｍｍ、半導体チップ１０の厚さが０．２ｍｍ、各接合
材５０の厚さが０．１ｍｍとすると、ヒートシンクブロック４０は０．５ｍｍ以上の厚さ
が必要である。つまり、ヒートシンクブロック４０の厚さが０．５ｍｍ以上であれば、実
用上、ヒートシンクブロック４０の厚さは問題ないレベルにて確保される。
【００７２】
　また、ヒートシンクブロック４０が厚すぎると、接合材５０の歪みが大きくなったり、
ヒートシンクブロック４０の熱抵抗や電気抵抗が大きくなりすぎてしまう。
【００７３】
　そのため、ヒートシンクブロック４０の厚さの上限は、ＦＥＭによる接合材（はんだ）
５０の歪みの増加具合や熱抵抗、電気抵抗等を総合的に判断した結果、１．５ｍｍ以下で
あればよいことを見出した。
【００７４】
　このように、ヒートシンクブロック４０の厚さを０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下の範囲
とすれば、半導体チップ（発熱素子）１０と上側ヒートシンク（放熱板）３０とを熱的お
よび電気的に接続すること、および、半導体チップ１０と上側ヒートシンク３０との間の
高さを確保することというヒートシンクブロック４０の役割を確保した上で、半導体チッ
プ１０とヒートシンクブロック４０との間に介在する接合材５０の歪みを抑制することが
できる。
【００７５】
　さらに、本実施形態によれば、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の端部４３
が、ヒートシンクブロック４０に接する接合材５０の厚さが厚くなるように角取り形状と
なっていることを特徴とする半導体装置Ｓ１が提供される。
【００７６】
　これは、本発明者らの検討によって、ヒートシンクブロック４０に接する接合材５０の
うちヒートシンクブロック４０の端部４３に位置する部位に、応力が集中することがわか
ったため、ヒートシンクブロック４０の端部形状を改良することに着目して、見出された
構成である。
【００７７】
　図１に示される例では、ヒートシンクブロック４０の半導体チップ１０に接する面の端
部４３形状をＲ形状としている。このようなＲ形状にしたときの効果をＦＥＭ解析で求め
た結果が図３である。
【００７８】
　図３は、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の端部４３の形状を変化させた場
合の半導体チップ（発熱素子）１０の上の接合材（この場合ははんだ）５０に発生するせ
ん断塑性ひずみを示した図である。
【００７９】
　図３に示されるように、ヒートシンクブロック４０の端部４３が直角の場合に比べてＲ
形状にした場合では、はんだの厚みがせん断応力が集中する部分で厚くなるため、歪みが
低減することがわかった。なお、このことは、ヒートシンクブロック４０の端部４３を面
取り形状とした場合でも、同様である。
【００８０】
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　このことから、本実施形態によれば、ヒートシンクブロック４０の端部４３において角
を取った角取り形状を採用することにより、従来の直角形状の場合に比べて、ヒートシン
クブロック４０の端部４３における応力集中を低減し、当該端部４３に位置する接合材５
０の歪みを低減することができる。
【００８１】
　また、ヒートシンクブロック４０の端部４３において角を取った分、接合材５０を厚く
することができるから、応力集中しやすいヒートシンクブロック４０の端部４３に位置す
る接合材５０の接合強度を確保しやすくできる。
【００８２】
　このように、本実施形態によれば、ヒートシンクブロック４０についてその厚さ寸法や
端部４３の形状を規定することによって、半導体チップ１０とヒートシンクブロック４０
との間に介在する接合材５０における信頼性を適切に向上させることができる。
【００８３】
　次に、本実施形態の好ましい形態について、さらに述べておく。
【００８４】
　図４は、図１中のヒートシンクブロック４０の拡大図である。本発明者らの実験検討に
よれば、ヒートシンクブロック４０の端部４３の寸法すなわち角取り形状となっている部
位の寸法について、幅Ｗが０．３ｍｍ以上、高さＨが０．０５ｍｍ以上０．２０ｍｍ以下
であれば、上記した接合材５０の信頼性向上を適切に図れることが確認されている。
【００８５】
　また、本実施形態では、上記図１に示されるように、ヒートシンクブロック４０におい
て角取り形状となっている端部４３を有する方の面４１に、半導体素子（発熱素子）１０
が接合材５０を介して接している。
【００８６】
　従来では、ヒートシンクブロックは端部が直角形状であったため、この直角部分にて発
熱素子を損傷させる恐れがあったが、本実施形態では、ヒートシンクブロック４０におけ
る半導体チップ（発熱素子）１０側の面４１において、端部４３を角取り形状としている
ため、半導体チップ１０を損傷させる恐れが大幅に低減される。
【００８７】
　また、本発明者らの検討によれば、この種の半導体装置では、発熱素子と放熱板との間
に介在する放熱ブロックのうち特に発熱素子側の面における端部において、応力が集中し
やすいことがわかった。そのため、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０における
半導体チップ（発熱素子）１０側の面４１において端部４３を角取り形状とすることは、
接合材５０の歪み低減のためには効果的である。
【００８８】
　また、上述したが、ヒートシンクブロック４０の材料としては熱伝導、電気伝導の良い
銅合金、アルミ合金が適しており、また一般的な鉄合金を用いてもよい。
【００８９】
　また、ヒートシンクブロック４０のヤング率は、６０ＧＰａ以上２４０ＧＰａ以下の間
であれば、接合材（はんだ）５０に生じる歪みはほとんど影響が無いことが解析で明らか
になっている。
【００９０】
　以上のように、本実施形態によれば、放熱ブロック４０について寸法や形状などを規定
することによって、発熱素子１０と放熱ブロック４０との間に介在する接合材５０におけ
る信頼性を適切に向上させることができる。
【００９１】
　（第２実施形態）
　図５は、本発明の第２実施形態に係る半導体装置Ｓ２の要部の概略断面構成を示す図で
ある。以下、上記実施形態と相違する点を中心に述べる。
【００９２】
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　本実施形態の半導体装置Ｓ２も、半導体チップ（発熱素子）１０の一面側と他面側とに
、それぞれ、ヒートシンク（放熱板）２０、３０が、接合材５０を介して設けられており
、半導体チップ１０と上側ヒートシンク３０との間には、ヒートシンクブロック（放熱ブ
ロック）４０が、両者１０、３０を熱的および電気的に接続するように接合材５０を介し
て設けられており、装置のほぼ全体が樹脂６０でモールドされてなる。
【００９３】
　そして、本実施形態においても、上記第１実施形態と同様に、ヒートシンクブロック（
放熱ブロック）４０の厚さを０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下としている。
【００９４】
　ここで、本実施形態では、ヒートシンクブロック４０の端部を上記角取り形状とするの
ではなく、ヒートシンクブロック４０における半導体チップ１０側の面４１および上側ヒ
ートシンク（放熱板）３０側の面４２のうちの少なくとも一方の面が球面加工されている
ことを主たる特徴としている。
【００９５】
　図５に示される例では、ヒートシンクブロック４０における半導体チップ１０側の面４
１が球面加工されている。図示しないが、もちろん、ヒートシンクブロック４０における
上側ヒートシンク（放熱板）３０側の面４２が球面加工されていてもよく、また、ヒート
シンクブロック４０の両面４１、４２が球面加工されていてもよい。
【００９６】
　上記第１実施形態にて述べたが、上記図４に示されるヒートシンクブロック４０の端部
４３の幅Ｗが０．３ｍｍ以上より大きくなっても、かまわない。このことから、本実施形
態のように、ヒートシンクブロック４０の全面をラウンド形状にする、すなわちヒートシ
ンクブロック４０の全面を球面形状としても問題が無い。
【００９７】
　それによれば、上記第１実施形態の半導体装置の場合、すなわち、ヒートシンクブロッ
ク（放熱ブロック）４０の端部４３をヒートシンクブロック４０に接する接合材５０の厚
さが厚くなるように角取り形状とした場合と同様の作用効果を発揮することができる。
【００９８】
　また、本実施形態の半導体装置Ｓ２では、ヒートシンクブロック４０の少なくとも一面
を球面形状とすることで、たとえば、図６に示されるように、組み付け時等においてヒー
トシンクブロック４０が傾いても接合材５０の厚さが薄くなることがない。
【００９９】
　また、本実施形態においても、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０における半
導体チップ（発熱素子）１０側の面４１が球面加工されていることが好ましい。
【０１００】
　それによれば、上記第１実施形態の好ましい形態と同様に、半導体チップ（発熱素子）
１０の損傷抑制、および、ヒートシンクブロック４０において特に応力集中しやすい半導
体チップ１０側の面４１に接する接合材５０の歪み低減、という効果が発揮され、好まし
い。
【０１０１】
　特に、この場合では、半導体チップ１０と対向するヒートシンクブロック４０の面４１
の全面に角がない構成となるため、最悪、接合材５０が薄くなり、ヒートシンクブロック
４０の任意の部分が半導体チップ（発熱素子）１０に当たることになっても、半導体チッ
プ１０が損傷するのを防ぐことができる。
【０１０２】
　このように、本実施形態によっても、ヒートシンクブロック４０について寸法や形状な
どを規定することによって、半導体チップ１０とヒートシンクブロック４０との間に介在
する接合材５０における信頼性を適切に向上させることができる。
【０１０３】
　（第３実施形態）
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　図７は、本発明の第３実施形態に係る半導体装置Ｓ３の概略断面構成を示す図である。
以下、上記実施形態と相違する点を中心に述べる。
【０１０４】
　本実施形態は、上記第１実施形態の半導体装置または上記第２実施形態の半導体装置に
おいて、さらに、発熱素子である半導体チップ１０の端部１１を、半導体チップ１０に接
する接合材５０の厚さが厚くなるように角取り形状としたものである。
【０１０５】
　図７では、本実施形態の半導体チップ１０を上記第１実施形態の半導体装置に適用した
例を示しているが、もちろん、本実施形態は上記第２実施形態の半導体装置に適用するこ
ともできる。
【０１０６】
　本実施形態によれば、上記した第１実施形態の半導体装置のように、ヒートシンクブロ
ック（放熱ブロック）４０の端部４３を角取り形状した場合と同様の効果が、半導体チッ
プ（発熱素子）１０についても得られる。
【０１０７】
　本発明者らのＦＥＭ解析によれば、半導体チップ１０と下側ヒートシンク２０との間に
位置する接合材５０において、半導体チップ１０の端部１１近傍に位置する部分に応力集
中が起こりやすい。
【０１０８】
　そのことから、図７に示されるように、半導体チップ（発熱素子）１０における下側ヒ
ートシンク２０側の面において端部１１を角取り形状とすることが好ましく、接合材５０
の歪み低減のためには効果的である。
【０１０９】
　（他の実施形態）
　なお、上記第１実施形態では、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の厚さが０
．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下であり、且つヒートシンクブロック４０の端部４３が、ヒー
トシンクブロック４０に接する接合材５０の厚さが厚くなるように角取り形状となった構
成としている。
【０１１０】
　ここで、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の厚さが０．５ｍｍ以上１．５ｍ
ｍ以下であって、ヒートシンクブロック４０の端部４３が従来のような直角形状である構
成を採用してもよい。
【０１１１】
　この場合、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の厚さを０．５ｍｍ以上１．５
ｍｍ以下とすることによる上記の効果が発揮されるため、従来に比べて、発熱素子１０と
ヒートシンクブロック４０との間に介在する接合材５０における信頼性を適切に向上させ
ることができる。
【０１１２】
　また、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の厚さが０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ
以下の範囲から逸脱しており、且つヒートシンクブロック４０の端部４３が、ヒートシン
クブロック４０に接する接合材５０の厚さが厚くなるように角取り形状となった構成を採
用してもよい。
【０１１３】
　この場合、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の端部４３を、ヒートシンクブ
ロック４０に接する接合材５０の厚さが厚くなるように角取り形状としたことによる上記
の効果が発揮されるため、従来に比べて、発熱素子１０とヒートシンクブロック４０との
間に介在する接合材５０における信頼性を適切に向上させることができる。
【０１１４】
　また、上記第２実施形態において、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０の厚さ
が０．５ｍｍ以上１．５ｍｍ以下の範囲から逸脱しており、且つヒートシンクブロック４
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【０１１５】
　この場合、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）４０について上記の球面加工を施し
たことによる上記の効果が発揮されるため、従来に比べて、発熱素子１０とヒートシンク
ブロック４０との間に介在する接合材５０における信頼性を適切に向上させることができ
る。
【０１１６】
　また、上記第１および第２実施形態において、ヒートシンクブロック（放熱ブロック）
４０は、発熱素子１０と上側ヒートシンク３０との間に介在設定されていたが、さらに発
熱素子１０と下側ヒートシンク２０との間にもう一つヒートシンクブロックが介在設定さ
れていてもよい。その場合には、当該もう一つのヒートシンクブロックの構成は、上記実
施形態にて述べたヒートシンクブロック４０と同様の構成を適用できることはもちろんで
ある。
【０１１７】
　また、本発明は、発熱素子と放熱ブロックとの間に介在する接合材における信頼性を適
切に向上させるために、放熱ブロックについて寸法や形状などを規定したことを要部とす
るものであり、半導体装置においてその他の部分は、適宜設計変更してよいことはもちろ
んである。
【図面の簡単な説明】
【０１１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係る半導体装置の概略断面構成を示す図である。
【図２】放熱ブロックの厚さを変化させた場合の発熱素子上の接合材に発生するせん断塑
性ひずみを、ＦＥＭ解析で求めた結果を示すグラフである。
【図３】放熱ブロックの端部形状を変化させた場合の発熱素子上の接合材に発生するせん
断塑性ひずみを、ＦＥＭ解析で求めた結果を示す図である。
【図４】図１中のヒートシンクブロック（放熱ブロック）の拡大図である。
【図５】本発明の第２実施形態に係る半導体装置の要部の概略断面構成を示す図である。
【図６】上記図５に示される半導体装置においてヒートシンクブロック（放熱ブロック）
が傾いた状態を示す概略断面図である。
【図７】本発明の第３実施形態に係る半導体装置の概略断面構成を示す図である。
【符号の説明】
【０１１９】
　１０…発熱素子としての半導体チップ、２０…放熱板としての下側ヒートシンク、
　３０…放熱板としての上側ヒートシンク、
　４０…放熱ブロックとしてのヒートシンクブロック、
　４１…ヒートシンクブロックの下面、４２…ヒートシンクブロックの上面、
　４３…ヒートシンクブロックの端部、５０…接合材、６０…樹脂。
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